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②ミニ就職面接会
文京区内の企業に就職を希望する方を対象とした就職面接会です。2026年度は
「ミニ就職面接会」を５回、「仕事と家庭の両立支援ミニ就職面接会」（託児サービス
付き）を1回、「シニア向けミニ就職面接会」を2回実施する予定です。
○実施時期 （ミニ就職面接会）2026年6月・10月・12月・2027年2月・3月

（仕事と家庭の両立支援ミニ就職面接会） 2026年7月
（シニア向けミニ就職面接会） 2026年5月・9月

○参加企業数 各回１～２社
③文の京若年者向け就職面接会
39歳以下の求職者と人材の確保を希望する区内中小企業による合同就職面接会で
す。年１回開催しています。
○実施時期　毎年１月下旬　　　○参加企業数　８社程度

※②③のみ
ハローワーク飯田橋　文京区後楽1-9-20　飯田橋合同庁舎内
☎ 03-3812-8609（代表）
https://www.city.bunkyo.lg.jp/sangyoushigoto/shigoto/event/index.html

お問い
合せ先

ハローワーク飯田橋　文京区後楽1-9-20　飯田橋合同庁舎内
☎ 03-3812-8609（代表）

お問い
合せ先

ハローワーク飯田橋（公共職業安定所）

公益財団法人東京しごと財団　企業支援部　企業支援課
人材確保相談窓口　☎ 03-5211-2174
https://www.koyokankyo.shigotozaidan.or.jp/jigyo/
jinzaikakuho/saiyo-sodan.html

お問い
合せ先

（公財）東京しごと財団

中小企業人材確保トータル支援事業
● 人材確保相談窓口（事前予約制）
● 人材確保コンサルティング
● 各種セミナー（人材確保、多様な人材活用等）
● 人材戦略構築・人材マネジメントに関する支援
（経営者向け人材戦略構築セミナー、人材戦略コンサルティング）
● 交流イベント
● ツアー型マッチング支援
● 専門・中核人材の確保に向けた支援（専門・中核人材戦略センター）

● 人材戦略マネージャーによる企業訪問　 ● 人材確保に要する費用の一部助成
※各サービスにはそれぞれ利用要件があります。詳細はHPをご確認ください。

ハローワークでは、人材を求める事業主への支援を行っています。
求人掲載の申込みにより、全国のハローワークやインターネットを通じて求人を
広く公開できますので、多くの方々からご覧いただけるようになります。

障害者雇用
【文京区】 障害者の雇用をサポートします！

文京区障害者就労支援センター（文京区民センター1階）　　
☎ 03-5805-1600　FAX 03-5805-1601

お問い
合せ先

ジョブ～る文京
「ジョブ～る文京｣は、文京区にある障害者就労支援施設ネットワークの愛称です。加
盟事業所が共同で作業を受注し、障害者の社会参加と工賃向上を目指し活動していま
す。小口の作業から大口の作業まで、お気軽にお問い合わせください。

ふ み みやこ

文の京ハートフル工房（障害者施設商品販売会）の出張販売
障害のある当時者の方も販売員として参加し、イベントや企業等でパンや雑貨を販売
します。

文京区障害者就労支援センター（無料）
障害者の就労に関する相談窓口として、企業の障害者雇用へのアドバイス、職場実習、就
労、職場定着及び生活面の支援、ハローワーク飯田橋など関係機関と連携を図っていま
す。お気軽にお問い合わせください。
　相談場所　文京区本郷4-15-14　文京区民センター1階
　相談時間　月～金曜日　午前9時～午後5時30分（土･日･祝日及び年末年始を除く）

職業体験受入れ奨励金 1日2時間以上4時間未満 1日につき2,000円
1日4時間以上 1日につき4,000円

職業体験の受け入れを経て、正式に雇用した場合
雇用促進助成金 雇用した障害者1人当たり 10万円

文京区中小企業等障害者職業体験受入れ助成

職業体験受入れ
奨励金

･区内に就業場所がある。 ･雇用保険に加入している。
･職業体験受入れ実施前に、文京区障害者就労支援センターに相談し、
事業利用の申込を行っている。

雇用促進奨励金 ･職業体験受入れを経て同一の障害者を継続的に雇用。
･ 3か月以上雇用を継続している。 ･公共職業安定所を経由して雇用した。

●助成に当たっての事業主の要件
対象を拡大し、企業規模にかかわらず障害者雇用の実績のない事業者も対象としました。

●概要
文京区内中小企業等の事業主を対象に、障害者の雇用拡大・理解促進を目的として、
職業体験受入れや雇用に係る経費を助成する事業です。体験受入れ等を、文京区障害
者就労支援センターがお手伝いします。
●助成金内容
次の場合に助成金を支給いたします。（事業主の賃金負担等はありません）
障害者の職業体験の受け入れを実施した場合

令和8年7月1日から　障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられています

法定雇用率
現在
2.5%

令和8年7月から
2.7%

民間企業における法定雇用率引き上げ

法定雇用率の引き上げにより、対象事業主の範囲は常用雇用労働者数40.0人以上か
ら37.5人以上に拡大されます。
また、令和６年４月以降、週所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体・知的
障害者及び精神障害者についても、雇用率の算定対象となっています。


